
平成２９年度第１回最上地域福祉有償運送運営協議会議事録 

 

会議名 平成２９年度第１回最上地域福祉有償運送運営協議会 

開催日時 平成２９年７月２４日（月）     １３：３０～１５：２０ 

場  所 最上総合支庁講堂（５F） 

参 集 者 別紙会議資料のとおり 

進  行 

1開会 

 

 

 

2 役員改選 

 

 

3 あいさつ 

 

 

 

 

 説 明 

 

3協議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司会進行 杉原地域保健福祉課長 

 構成員３０名のうち、過半数の２３名の出席があり、要綱に基づき本運営協議会が成立してい

ることを報告する。 

 

司会より、役員改選について諮ったところ、「事務局案があれば」との声があり、事務局より

新庄市民生児童委員協議会連合会の川田会長の留任を提案し、承認された。 

 

川田会長よりあいさつ。 

 

 司会より、副会長の選任について会長より指名するとあり、川田会長より最上総合支庁地域保

健福祉課 松田課長を指名し、了承された。 

 

協議に入る前に、福祉有償運送に係る管内の状況について、事務局より説明。 

 

要綱に基づき、川田会長が座長となり協議に入る。 

（１）福祉有償運送に係る定期状況報告について 

  昨年度から事業を開始した新庄市社会福祉協議会を含め、４事業者より順次報告を求めた。 

  ①生活協同組合共立社、②特定非営利活動法人くれよんはうす、③特定非営利活動法人福祉 

サポートセンター山形、④新庄市社会福祉協議会の順に、資料に基づき各事業者より説

明。 

  委員より福祉サポートセンター山形の決算関係書類が不足しているとの指摘があり、事務局 

 

より議事録を送付する際に併せて送付する旨説明する。 

 

 質疑応答 

（新庄市）福祉サポートセンター山形に質問、利用を希望して希望に添えなかった例はあるの



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

か。 

（福祉サポート山形）時間調整をするなどして、なんとか対応してきている。 

 

（２）更新登録申請について 

①福祉サポートセンター山形の更新登録について 

 （共立社）旅客の名簿では４０名となっているが、障がいの態様別の人数では４６名となって

いるが、登録者が増えたのか。 

（福祉サポートセンター山形）障がいが重複している人をそれぞれの障がいの態様に計上した

ものと思われる。 

（共立社）そうした場合は、主だったものどちらかに計上した方がよい。 

（タクシー協会）そうすると、登録人員も変わるということか。 

（福祉サポートセンター山形）４０名になります。 

（事務局）事務局から補足ですが、現在申請中ですが、陸運支局からの補正により、登録は３

９名で申請中です。 

（）名簿のどこが重複しているかわからないと、審査できない。 

（福祉サポートセンター山形）（旅客の名簿より、障がいが重複している人について、どちら

かに整理した。） 

 （座長）ほかに質問がなければ、福祉サポートセンター山形の更新登録については、協議が調

ったものとします。 

  続きまして、くれよんはうすの更新登録について、説明をお願いします。 

  

（くれよんはうすより資料に基づき説明） 

 

（座長）質問等ございませんか。 

    （質問等なし） 

 （座長）それでは、くれよんはうすの更新登録については、協議が調ったものとします。 

 

 （座長）協議の３、事務局より説明をお願いします。 

 

   

  （資料に基づき、事務局より説明） 

 

 （大蔵村）「疑義がある場合は自治体に助言を求める」とあるが、はじめから全てに助言を求

めるのか、求めないのかはっきりさせた方がいいのではないか。現在使っている方について



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4その他 

 

 

5閉会 

も、市町村の確認を求めなければならないのか。 

 （事務局）この人が福祉有償運送を必要としているのかについては、その人の態様や生活状況

等により異なるので、手帳等の有無により一律に判断はできないと考え「疑義がある場合」と

した。全てに助言を求めるということでやるということで了解が得られれば、それは構わない

ので、ご意見をいただきたい。 

  今、使っている人についてはあらためて助言を求めることは考えていないが、適宜態様につ

いて確認いただいて、福祉有償運送が不要と思われる方については、見直しを行っていただき

たい。 

 （）「ハ」と「ニ」について、事業者である程度分かっている状況なので、市町村に聞き必要

があるのか疑問である。 

 （事務局）「ハ」と「ニ」に該当する方については、国土交通省の通知の中で、特に確認を求

められている。 

 （タクシー協会）態様の確認については協議会では個人情報もあるので、確認はできないの

で、事務局で確認することになっていたのではないか。 

（事務局）個別の方については特に問い合わせはしていなかった。 

 （生協）地域によって異なるが、最上の場合は更新時に確認していたと認識していた。こんか

いの 

  以上で本日の協議は終了する。 

（事務局） 

  今年度登録更新予定の事業所があるため、年度内にもう1回協議会を開催予定であることを

説明。 

１４：３０頃閉会 

 

 


